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開会 午前１０時００分 

○議長(阿部 寛治) おはようございます。 

  本日は、全員出席で開議は成立いたします。 

  ただいまから、平成２８年第３回篠栗町議会定例会を開会いたします。 

  本日の会議を開きます。 

  本日の日程は、タブレットに掲載の議事日程のとおりでございます。 

  なお、常任委員会の閉会中の調査結果は、タブレットにメールで送信したとおり

でございます。 

  それでは、これより日程に従い、議事を進めます。 

  日程第１、「会議録署名議員の指名」を行います。 

  会議録署名議員は、会議規則第１２０条の規定により、議長において ８番 大楠

英志議員、１０番 松田國守議員を指名いたします。 

  日程第２、「会議の決定」の件を議題とします。 

  お諮りします。 

  本定例会の会期は、本日から９月１６日までの１１日間にしたいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  従いまして、会期は、本日から９月１６日までの１１日間に決定いたします。 

  日程第３、「議案の上程」をいたします。 

  本定例会に提出されております議案は、議案第４２号から議案第５５号までの計

１４議案でございます。 

  それでは、議案第４２号から議案第５５号までを一括議題とします。 

  町長に一括して、提案理由の説明を求めます。 

  三浦町長。 

○町長(三浦 正) おはようございます。 

  本日は、平成２８年第３回の定例会を招集いたしましたところ、公私ともご多忙

の中、ご出席賜り誠にありがとうございました。 

  ８月まで３５度以上の猛暑日の連続で大変厳しい夏でございましたが、９月に入

ると一変して凌ぎやすくなってまいりました。その間、台風９号、１０号が東北・

北海道地方を襲いました。被害に遭われた皆様にお見舞い申し上げます。 

  福岡直撃かと心配いたしました台風１２号は、福岡県の西側を北上しましたが、

勢力も弱まり大きな被害も出さなかったことは幸いでございました。今年はこれま
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で、篠栗町への大雨洪水警報は３回発表されましたが、大きな被害はございません

でした。９月、１０月は台風シーズンでございます。今後とも注意・警戒を怠らな

いよう努めてまいります。 

  議案に入ります前に、第２回定例会以降の諸情勢の報告をいたします。 

  去る７月２７日、２８日の２日間、安倍総理大臣をお迎えして、福岡県経済同友

会 九州経済フォーラム等の主催、多くの団体の共催、福岡県町村会、福岡県市長

会が支援して開催されました「第１回一億総活躍・地方創生全国大会ｉｎ九州 震

災を克えて」は、大変意義のある会議でございました。 

  記念講演で安倍総理大臣は、地方こそがこれからの成長の主役である。 

  安倍内閣の下で、農林水産物の輸出を１兆円に拡大していきたい。 

ＴＰＰの早期発効を目指し、さらには、ＥＵとのＥＰＡなど経済連携を積極的に

進め、自由で公正な経済圏を世界に広げていくことで、そのチャンスをもっと拡大

していきたいと考えている。 

  観光についても、インバウンドの拡大のためにあらゆる努力を惜しまない。 

  私が言いたかったことは、さらなる経済成長を生み出すためには、投資が必要な

のだということである。 

と「投資なくして経済成長なし」の考え方を強く宣言されました。 

  アベノミクスの新３本の矢の第１である希望を生み出す強い経済を実現し、民需

主導の経済の好循環の上で、子育て支援、これは新第２の矢でございます。 

  新第３の矢である社会保障の基盤強化、その２つが望まれるところでございます。 

  安倍総理大臣のそうした考え方は、地方創生から１億総活躍社会への実現にシフ

トしているような気がいたしますが、私たち基礎自治体は２０１５年から５年間の

地方創生、すなわち「まち・ひと・じごと創生総合戦略」の実行あるのみだと私は

考えております。 

  「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の前進に向けて、精一杯努力してま

いります。 

  去る８月３１日に、監査委員により定期監査報告を受けました。 

  その結果報告の結びの中で、「予算は概ねその目的に沿って執行され、所期の成

果を収めているものの、経常収支比率をはじめ諸指標は厳しい比率である。将来の

自主財源の創出を目指して、篠栗北地区産業団地開発計画を進めているが、遺漏の

ないよう取り組まれたい。また、人件費の無駄を省く努力をさらに進めるため、衆

知を集めて多面的に検討されることを提案する。」等々のご意見をいただきました。 
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  さらに、「昨年度以降発生した事務ミスやトラブルを踏まえ、職務規律を守るた

めの内部統制の確立を望む。」と結ばれました。 

  無駄を省いた効率的な業務の執行と事務レベルの向上は、町民の皆様に安心と安

全を提供する私たちの重要な役目であると考えます。 

  今後とも、さらなる適正事務の遂行に努めてまいります。 

  最後になりますが、本定例会は私にとりまして任期最後の議会でございます。こ

の４年間の任期中、職員に対しては事業の優先順位を間違わないように、かつ予算

の効率的な執行を心がけるように指導してまいりました。 

  しかしながら、私が最も重要視しております２つの指標、財政力指数は、平成２

７年度０.５２と地区最下位、経常収支比率は９４.３％と同じく地区７位と下位で

推移しております。 

  現状の歳入の下での住民福祉の充実を重視した歳出バランスでは、精一杯と言わ

ざるを得ません。それを打開するための平成２６年度末に改定した都市計画マスタ

ープランと、それに基づく「篠栗町まち・ひと・しごと創生総合戦略」の実現で、

必ずや両数値とも改善していくものと信じております。 

  今後とも議会の皆様におかれましては、ご指導、ご意見を賜りますよう何とぞよ

ろしくお願いいたします。 

  それでは、本定例会に提案しております議案第４２号から議案第５５号までの１

４議案について説明をいたします。 

  議案第４２号及び議案第４３号の２議案は、「篠栗町固定資産評価審査委員会委

員の選任について」であります。 

  本議案は、篠栗町固定資産評価審査委員会委員の２名が、本年９月３０日をもっ

て任期満了となるため、後任委員の選任をするに当たり、地方税法第４２３条第３

項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

  議案第４２号は、「岡節子氏の再任について」、議案第４３号は、「松本秀治氏

の再任について」、それぞれ同規定により、議会の同意を求めるものであります。 

  議案第４４号は、「篠栗町教育委員会委員の任命について」であります。 

  本議案は、現委員であります林巌氏が、本年９月３０日をもって任期満了となる

ため、同氏の再任について、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第２

項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

  議案第４５号は、「篠栗町ひとり親家庭等医療費の支給に関する条例の一部を改

正する条例の制定について」であります。 
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  本議案は、児童扶養手当法施行令が平成２８年８月１日に改正され、条文が改め

られたことに伴い、同法を引用する本条例の一部を改正するものであります。 

  議案第４６号は、「篠栗町下水道条例の一部を改正する条例の制定について」で

あります。 

  本議案は、下水道使用料の増収を図り、経営を安定させる必要があるため、本条

例の一部を改正するものであります。 

  改正の内容は、下水道使用料の額について、基本使用料１０立方メートルまで現

行の１,０４８円を１,２００円に、以降、排出量区分に応じ使用料１立方メートル

につきそれぞれ増額するものであります。 

  議案第４７号から議案第４９号までの３議案は、「平成２７年度篠栗町一般会計

及び特別会計歳入歳出決算について」、地方自治法第２３３条第３項の規定により、

監査委員の意見を付けて、議会の認定に付するものであります。 

  議案第４７号は、「平成２７年度篠栗町一般会計歳入歳出決算の認定について」

であります。 

  議案第４８号は、「平成２７年度篠栗町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認

定について」であります。 

  議案第４９号は、「平成２７年度篠栗町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の

認定について」であります。 

  以上３議案が、一般会計及び特別会計の決算認定に関する議案であります。 

  議案第５０号は、「平成２７年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計余剰金の処

分及び決算の認定について」であります。 

  本議案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、平成２７年度篠栗町流

域関連公共下水道事業会計未処分利益剰余金１,４６８万７,７３０円のうち１,０

００万円を減債積立金へ積み立てし、これを取り崩し自己資本金に組み入れるもの、

及び、平成２７年度篠栗町流域関連公共下水道事業会計決算について、同法第３０

条第４項の規定により、監査委員の意見を付けて、議会の認定に付するものであり

ます。 

  議案第５１号は、「平成２７年度篠栗町水道事業会計剰余金の処分及び決算の認

定について」であります。 

  本議案は、地方公営企業法第３２条第２項の規定により、平成２７年度篠栗町水

道事業会計未処分利益剰余金１億９,２９９万９,８６５円を繰越利益剰余金とし、

減債積立金７,０３５万８,５０９円を取り崩し自己資本金に組み入れるもの、及び、
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平成２７年度篠栗町水道事業会計決算について、同法第３０条第４項の規定により、

監査委員の意見を付けて、議会の認定に付するものであります。 

  議案第５２号は、「平成２８年度篠栗町一般会計補正予算（第２号）について」

であります。 

  本議案は、平成２８年度篠栗町一般会計歳入歳出予算の総額にそれぞれ１億８０

３万４,０００円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ９５億２,０２７万１,

０００円とするものであります。 

  歳入につきましては、平成２７年度に確定いたしました繰越金４億４,１８７万

２,０００円を増額するほか、主なものといたしまして、国庫支出金を３８４万５,

０００円、県支出金を２４１万３,０００円、諸収入を４,０００万円増額するもの

であります。 

  また、自然災害防止事業債を１,４２０万円増額し、臨時財政対策債を減額の６

８３万３,０００円、防災基盤整備事業債を減額９７０万円、普通交付税を減額３

億７,７７６万３,０００円減額するものであります。 

  主な歳出につきましては、まず総務費におきまして、大雨による下町区の法面復

旧工事に関する設計委託料に２２０万円、同工事費に１,２００万円を追加するも

のであります。 

  民生費におきましては、地域介護、福祉空間整備事業補助金２０８万２,０００

円、保育対策総合支援事業費補助金３２０万円を追加し、障害者自立支援事業費、

重度障害者医療費等の国庫及び県費補助事業について、昨年の事業実績に伴い発生

した補助金返還金に１,４６２万９,０００円を、また、乳幼児医療費の増加に伴う

医療費２５２万円をそれぞれ追加するものであります。 

  衛生費におきましては、感染症予防事業等の国庫及び県費補助事業について、昨

年の事業実績に伴い発生した補助金返還金に１１０万円を追加するものであります。 

  農林水産事業費におきましては、農業振興特別対策事業補助金２４８万４,００

０円を追加するものであります。 

  土木費におきましては、道路改良費１,７００万円、水路及び水門の維持補修費

１,８５０万円、井堰改良改修工事費２,６００万円を追加するものであります。 

  教育費におきましては、篠栗北中学校が小中一貫教育推進事業のモデル校に指定

されたことに関する経費として７７万９,０００円、指定文化財保護補助金４５万

４,０００円、公民分館整備費補助金７５万４,０００円、津波黒集会所空調設備改

修工事費１４万１,０００円を追加するものであります。 
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  その他、人事異動に伴う人件費として４１１万円を追加するものであります。 

  次に、地方債の変更の補正につきましては、借入限度額を変更するもので、臨時

財政対策債を３億２,６１６万７,０００円に、自然災害防止事業債を８,３２０万

円に、防災基盤整備事業債を９０万円にそれぞれ変更するものであります。 

  議案第５３号は、「平成２８年度篠栗町国民健康保険特別会計補正予算（第３

号）について」であります。 

  本議案は、平成２８年度の篠栗町国民健康保険特別会計予算を、歳入では負担金

及び交付金の額の確定、歳出では保険者が納付する本年度の拠出金等の額の確定及

び前年度の国庫金等の精算に伴う償還金の補正等により、歳入歳出それぞれ９８万

４,０００円追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ３８億９,６８３万円とするもの

であります。 

  議案第５４号は、「平成２８年度篠栗町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について」であります。 

  本議案は、平成２８年度篠栗町後期高齢者医療特別会計予算を、平成２７年度の

保険料・滞納繰越額の確定に伴う保険料負担金等を補正により、歳入歳出それぞれ

１,２５０万１,０００円追加し、予算総額を歳入歳出それぞれ４億１７７万３,０

００円とするものであります。 

  議案第５５号は、「平成２８年度篠栗町水道事業会計補正予算（第２号）につい

て」であります。 

  本議案は、平成２８年度篠栗町水道事業会計予算を改良費の補正により、第４条

資本的収入及び支出において、支出に２,１７４万円を追加し、資本的支出の総額

を１億６,４８７万９,０００円とするものであります。 

  以上が、本定例会に提案いたしました議案の提案理由でございます。 

  慎重審議方よろしくお願いいたします。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの提案理由の説明に対し、大綱質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  無いようですので、質疑を終わります。 

  日程第４、「議案等の委員会付託について」を議題といたします。 

  議案第４２号から議案第５５号までの１４議案を議題といたします。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております議案のうち、議案第４２号から議案第４４号まで

は、人事案件でございますので委員会への付託は省略し、本日の日程といたします。 
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  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、そのように決定いたしました。 

  次に、議案第４５号と議案第４６号の２議案につきましては、議案付託表のとお

り、所管の常任委員会に付託したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  次に、議案第４７号から議案第５１号までの決算認定については、議長及び議会

選出の監査委員を除く１０人で構成する決算特別委員会を設置し、これに付託した

いと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  次に、議案第５２号から議案第５５号までの補正予算については、議長を除く１

１人で構成する予算特別委員会を設置し、これに付託したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  よって、そのように付託することに決定いたしました。 

  なお、決算特別委員会の正・副委員長については、申し合わせにより、委員長は、

６番 今長谷武和議員、副委員長は、５番 村瀨敬太郎議員です。 

  また、予算特別委員会の正・副委員長については、委員長は、５番 村瀨敬太郎

議員、副委員長は、６番 今長谷武和議員です。 

  最後に報告３件については、１３日の決算審査終了後と１４日の予算審査終了後

に分けて、全員で報告を受けたいと思います。 

  日程第５、議案第４２号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」

を議題といたします。 

  ここでお諮りします。 

  「日程第５、議案第４２号」と「日程第６、議案第４３号」の２議案については、

関連議案でございます。 

  会議規則第３７条の規定によりまして、一括議題とし２議案を一括して説明を受

け、採決については１議案ごとに行いたいと思います。 
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  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認めます。 

  従いまして、議案第４２号と議案第４３号の２議案を一括議題といたします。 

  ２議案一括して、大塚総務課長の説明を求めます。 

  はい、総務課長。 

○総務課長（大塚 哲雄） おはようございます。 

  それでは、議案の説明をさせていただきます。 

  議案第４２号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」 

  次の者を篠栗町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

  住所、篠栗町大字田中５７番地５ 

  氏名、岡節子 

  生年月日、昭和２６年５月１７日 

  平成２８年９月６日提出、篠栗町長 三浦正 

[提案理由] 現委員の岡節子氏が、平成２８年９月３０日をもって任期満了とな

るため。 

  履歴・経歴につきましては、次ページに掲載いたしておりますので、ご参照お願

いいたします。 

  議案第４３号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」 

  次の者を篠栗町固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、地方税法（昭和

２５年法律第２２６号）第４２３条第３項の規定により、議会の同意を求める。 

  住所、篠栗町大字若杉３７６番地１１０ 

  氏名、松本秀治 

  生年月日、昭和３０年１０月１６日 

平成２８年９月６日提出、篠栗町長 三浦正 

  [提案理由] 現委員の松本秀治氏が、平成２８年９月３０日をもって任期満了と

なるため。 

  同じく、履歴・経歴につきましては、次ページに掲載いたしておりますので、ご

参照ください。 

  以上でございます。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの総務課長の説明に対し、一括して質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 
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  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  ただいま議題となっております２議案は、人事案件でございますので、討論は省

略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認め、これより採決を行います。 

  まず、日程第５、議案第４２号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いて」、本案に賛成の方はご起立を願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４２号は、原案のとおり可決し、同意することに決定いたしまし

た。 

  日程第６、議案第４３号「篠栗町固定資産評価審査委員会委員の選任について」、

本案に賛成の方はご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４３号は、原案のとおり可決し、同意することに決定いたしまし

た。 

  日程第７、議案第４４号「篠栗町教育委員会委員の任命について」を議題といた

します。 

  議案の説明を、野寄学校教育課長に求めます。 

  はい、野寄課長。 

○学校教育課長（野寄 勇） おはようございます。 

  説明いたします。 

  議案第４４号「篠栗町教育委員会委員の任命について」 

  次の者を篠栗町教育委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運

営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項の規定により、議会の

同意を求める。 

  住所、糟屋郡篠栗町大字和田６３５番地 

  氏名、林巌 

  生年月日、昭和２５年１２月２１日 

  平成２８年９月６日提出、篠栗町長 三浦正 

  [提案理由] 教育委員、林巌氏が平成２８年９月３０日をもって任期満了となる

ため。 
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  履歴及び経歴を次ページに添付しておりますので、ご参照ください。 

  以上です。 

○議長（阿部 寛治） ただいまの学校教育課長の説明に対し、質疑を行います。 

  質疑はありませんか。 

  質疑なしと認めます。 

  お諮りします。 

  本案も人事案件でございますので、討論は省略したいと思います。 

  これに、ご異議ありませんか。 

  異議なしと認め、これより採決を行います。 

  本案に賛成の方はご起立願います。 

  全員賛成と認めます。 

  よって、議案第４４号は、原案のとおり可決し、同意することに決定いたしまし

た。 

  以上で、本日の日程は、全て終了いたしました。 

  これをもちまして、散会といたします。 

散会 午前１０時３０分 


